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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しており
ます。

② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。
(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産………………定率法を採用しております。
　ただし、2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　　　　　　　15～24年
器具及び備品　　　 3 ～ 8 年

無形固定資産………………自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づ
く定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

賞与引当金…………………従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上
しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ
き計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の年度の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
顧客と約束した財（有形商品等）又はサービス（役務提供による無形商品等）の支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
主要なサービス又は取引形態等における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は次のとおりであ

ります。
① SEサービス

成果物の納品義務のないSEサービス契約に関しては、一定期間内に定められた支援作業を行う義務を負ってお
ります。当該SEサービス契約においては、当社が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を
享受すると判断し、契約によって定められたサービス期間にわたり提供した作業量に応じて収益を認識しており
ます。
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② 受注制作
受注制作のソフトウエアに係る契約に関しては、契約によって定められた開発作業を行い、成果物を納品する

義務を負っております。当社のソフトウエアの開発業務においては、当社が顧客との契約における義務を履行す
ることにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、また、当社が顧客との契約における義務の履行
を完了した部分については、対価を収受する強制力のある権利を有しているため、一定の期間にわたり充足され
る履行義務となります。

また、当該受注制作のソフトウエアに係る契約について、作業に係る労務費や外注費の発生が顧客の支配する
資産の増価と比例すると判断しているため、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに
発生した開発原価が、予想される開発原価総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取
引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウエアについ
ては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認
識しております。
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顧客との契約から生じた債権（注１） 946,419千円
契約資産（注２） －
契約負債（注２） －

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 132,311千円
(3) 取締役に対する金銭債務 60,973千円

２. 貸借対照表に関する注記
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高

（注１）顧客との契約から生じた債権は貸借対照表のうち「売掛金」に含まれております。
（注２）契約資産及び契約負債の残高はありません 。

(4) 土地の再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一
部を改正する法律」（平成13年３月31日改正）に基づき事業用土地の再評価を行い、当該評価差額を土地再評価
差額金として純資産の部に計上しております。
（再評価の方法）

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税
法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
に国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算
出しております。

（再評価を行った年月日）
2002年３月31日

　再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額を下回っており
ません。
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当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)
発 行 済 株 式

普 通 株 式 4,810,000 － － 4,810,000
合 計 4,810,000 － － 4,810,000

自 己 株 式
普 通 株 式 478,801 50,010 － 528,811
合 計 478,801 50,010 － 528,811

・配当金の総額 216,559千円
・１株当たり配当額 50円
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月24日

・配当金の総額 235,465千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 55円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月23日

３. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

2024年６月21日開催の第58回定時株主総会決議による配当に関する事項

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年６月20日開催の第59回定時株主総会決議による配当に関する事項
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繰延税金資産
投資有価証券評価損 1,641千円
未払事業税 12,871
未払事業所税 2,224
賞与引当金 148,014
未払社会保険料 23,077
退職給付引当金 631,820
役員退職慰労未払金 19,218
その他 8,969

繰延税金資産の小計 847,839
評価性引当額 △28,617

繰延税金資産の合計 819,221
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △97,720
繰延税金資産の純額 721,500

法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1
住民税均等割 0.5
賃上げ促進税制による税額控除 △4.9
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △1.8
その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.8

４. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延資産負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び

繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）の金額は16,044千円増

加し、法人税等調整額が17,240千円減少し、その他有価証券評価差額金が1,195千円減少しております。
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退職給付債務の期首残高 1,809,495千円
勤務費用 109,894
利息費用 17,009
数理計算上の差異の発生額 △166,557
退職給付の支払額 △95,916

退職給付債務の期末残高 1,673,924

非積立型制度の退職給付債務 1,673,924千円
未積立退職給付債務 1,673,924
未認識数理計算上の差異 333,194
貸借対照表上に計上された負債 2,007,119

退職給付引当金 2,007,119
貸借対照表上に計上された負債 2,007,119

勤務費用 109,894千円
利息費用 17,009
数理計算上の差異の費用処理額 △27,054
確定給付制度に係る退職給付費用 99,849

５. 退職給付に関する注記
(1) 採用している退職給付制度の概要

　確定給付型の退職一時金制度を採用しております。
(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

③ 退職給付費用及びその内訳項目の金額

④ 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度における主要な数理計算上の計算基礎
割引率　1.7％

６. リースにより使用する固定資産に関する注記
　該当事項はありません。
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貸借対照表計上額（千円）(※) 時価（千円）(※) 差額（千円）
(1) 投資有価証券

その他有価証券 442,966 442,966 ―
(2) 短期借入金 (10,000) (10,000) ―

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 442,966 － － 442,966

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

短期借入金 － 10,000 － 10,000

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入により調達する方
針であります。
　売掛金に係る顧客の信用リスクは、売掛金管理規程に従いリスク低減を図っております。また、投資有価証券
は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額4,500千円）は、「その他有価証券」には含めておりません。ま
た、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ
とから、注記を省略しております。

(※) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。上場株式は活発な市場で取引されているた
め、その時価をレベル１の時価に分類しております。

(2) 短期借入金
　短期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日まで
の期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類してお
ります。

８. 関連当事者との取引に関する注記
　開示すべき重要な取引はありません。
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（単位：千円）
ソフトウエア開

発事業 ＢＰＯ事業 合計

SEサービス  7,498,438 75,134 7,573,573
受注制作  743,907 － 743,907

計 8,242,346 75,134 8,317,480

（単位：千円）

当事業年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 880,459 946,419
契約資産 － －
契約負債 － －

(1) １株当たり純資産額 1,247円94銭
(2) １株当たり当期純利益 165円13銭

９. 収益認識に関する注記
(1) 収益の分解情報
　　収益を事業別・契約形態別に分解した金額は次のとおりであります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載のとおりであります。
また、通常の支払条件については顧客の検収後、概ね１か月以内に対価を受領しており、重要な金融要素は含ま
れておりません。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債等の残高等

契約資産は、主に受注制作等において、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金でありま
す。契約資産は、顧客の検収時に売上債権へ振り替えられます。
契約資産及び契約負債の残高は、「貸借対照表に関する注記」に記載のとおりであります。
なお、当事業年度に認識した収益金額のうち期首現在の契約負債に含まれていた残高はありません。

② 過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当事業年度に認識した収益はありません。
③ 未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格については、履行義務の契約期間が１年を超え

るものがないことから、実務上の便法を適用し、注記を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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